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塩 釜 第 一 

塩釜ガス 株式会社 

 

当社の保険募集管理体制について 

 

当社は、法令等で求められる保険募集に関する業務の健全かつ適切な運営を確保するとと

もに、当社の永続的な成長・発展に不可欠な業務品質向上をより一層推進するため、以下

のとおり保険募集管理体制を整備する。 

 

１．組織体制 

（１）統括責任者、管理部署、管理責任者 

  当社における保険募集管理の統括責任者は社長とし、管理部署は営業部営業企画課、

管理責任者は新田良とする。 

 

（２）推進体制 

  管理者は推進リーダーを兼務し、推進リーダーとして取組みを推進する。 

 

２．保険募集に関する業務を適切に行うための体制 

（１）基本的な考え方 

  当社は、保険募集に関する法令等の遵守、保険契約に関する知識、内部事務管理態勢

の整備（顧客情報の適正な管理を含む）等について社内規則を定め、これら社内規則

の遵守および社員の育成・資質の向上を図るため、教育、管理、指導を行うととも

に、自己点検等の監査等を通じて業務実態等を把握し、不適切と認められる場合には

改善を図るための体制（いわゆる「ＰＤＣＡサイクル」）を構築する。 

 

（２）当社におけるＰＤＣＡサイクルの概要 

ＰＤＣＡサイクル 運営概要 

社内規則等の策定 

（Ｐｌａｎ） 

原則、あいおいニッセイ同和、ＭＳＡ生命、東京海上日動、東京

海上あんしん生命から提供された各種規程・マニュアル等を当社

の社内規則と位置づけ、使用する。 

適切な教育・管理・指導 

（Ｄｏ） 

資格・研修の取得・受講状況や、あいおいニッセイ同和、ＭＳＡ

生命、東京海上日動、東京海上あんしん生命が参加必須としてい

る研修の受講状況等を管理する。 

自己点検等の監査 

（Ｃｈｅｃｋ） 

あいおいニッセイ同和、ＭＳＡ生命、東京海上日動、東京海上あ

んしん生命が実施する代理店監査等を活用して、定期的または随

時に、自己点検等を実施する。 

改善に向けた態勢整備 

（Ａｃｔ） 

自己点検や苦情等を通じて判明した不備等に対し、確実に改善策

を講じるとともに、それらを記録・保存する。 



３．体制整備における対応事項 

（１）社内規則等の策定（Ｐｌａｎ） 

①当社の社内規則 

当社における保険募集管理に関する社内規則は、以下のとおり。 

ａ．当社の業務運営に関するも

の 

・勧誘方針 

・募集管理規程 

・満期管理マニュアル 

・事務処理マニュアル 

・事故受付ルール 等 

ｂ．その他（保険会社の管理・

指導の範囲内の業務に関す

るもの） 

・募集コンプライアンスマニュアル 

（あいおいニッセイ同和、ＭＳＡ生命、東京海

上日動、東京海上あんしん生命） 

・保険業法改正ガイド 

（あいおいニッセイ同和、ＭＳＡ生命、東京

海上日動、東京海上あんしん生命） 

・電話募集、郵送募集マニュアル（あいおいニ

ッセイ同和、東京海上日動、東京海上あんしん

生命）  

 

②社内規則の運営 

 ・社内規則は、常時閲覧できるよう各事務所に備え付けるか、もしくは代理店ＡＤ

１の掲載物（電子媒体）等とする。 

・社員は、各社内規則の内容を理解したうえで、これらに従い適切に業務を遂行す

る。 

  ・社内規則は、法令等の改正や、業務運営状況の実態等を踏まえ、適時見直しを行

う。 

 

（２）適切な教育・管理・指導（Ｄｏ） 

  ①基本的な考え方 

    当社においては、人財こそが最大の経営資源（財産）である。各種法令、社内規則

の遵守はもとより、社員一人ひとりの成長が会社の成長を支えるとの認識のもと、

適切に教育、管理、指導を実施する。 

 

  ②保険募集に必要な資格取得・管理 

  当社は、以下のとおり保険募集に必要な資格の取得状況・受講状況を管理する。 

・損保協会の損保一般試験「基礎単位」「商品単位」、生保協会の「一般課程」「応

用課程」の取得を必須とし、さらに上位資格の取得を推奨する。 

・総務保険部は、代理店ＡＤ１（ＡＤキャリアカレッジ）等により、社員の上記資

格の取得状況、受講が必須な研修の受講状況等を確認、管理する。 

・資格取得・更新、研修受講等の必要があるものが確認された場合、該当者に対し



て早期の対応を指示するとともに、対応が完了したことを確認する。 

・資格の更新漏れが発生した場合は、速やかに該当者に募集停止の措置を講じる。 

 

  ③保険募集に関するルール、商品・事務知識等に関する教育・指導 

   当社は、保険会社が参加必須としている研修については、全社員必須受講するとと

もに、以下のとおり研修内容を社内に周知徹底する。 

・保険会社が主催する受講必須の研修（あいおいニッセイ同和：代理店必須研修、

ＭＳＡ生命：継続教育制度、東京海上日動：代理店必須研修、東京海上あんしん

生命：継続教育制度等）は、全社員が期日までに必ず受講する。 

・やむをえず参加できない社員がいる場合は、当該研修等に参加した社員が、研修

内容を 不参加の社員にフィードバックする。 

・研修内容等を社内に周知徹底するため、必要に応じて当社独自の研修・勉強会等

を実施する。 

・上記のほか、ＡＤキャリアカレッジの活用をはじめ、自己学習等を通じて自己研

さん・知識の習得に努める。 

・総務保険部は、社員の研修受講状況（社内でフィードバック等を行った場合はそ

の実施状況）、当社独自研修の実施状況等を把握したうえで、それらを記録、保存

する。 

  

④提携先・見込客紹介者（募集関連行為従事者）に対する教育・管理・指導 

  当社は、見込客の紹介者等の募集関連行為従事者が、保険募集に該当する行為に及

ぶなど不適切な行為を行うことがないよう、以下のとおり適切な教育・管理・指導

を行う。 

  ・見込客の紹介について、第三者と提携する場合は、必ず事前に営業部営業企画課

へ「提携先、提携内容、紹介謝礼の有無と内容等」について報告し、事前に承諾

を得る。既に提携済の先がある場合は、速やかに営業部営業企画課へ報告し、指

示を得る。 

  ・当社では、第三者と見込客の紹介等を提携する場合は、原則として、契約書を締

結するなどにより、委託先における禁止事項等を徹底する。 

   ・提携先（募集関連行為従事者）が不適切な行為を行っていないか等、ルールの遵

守状況について定期的なチェック等を行い、必要に応じて指導、改善を図る。 

 

（３）自己点検等の監査（Ｃｈｅｃｋ） 

  ①基本的な考え方 

当社は、社内規則等で定める各種ルールの遵守状況等を主体的、自立的にチェック

することの重要性等を踏まえ、以下のとおり自己点検を実施する。 

 

 ②実施方法 

   ・当社は、あいおいニッセイ同和、ＭＳＡ生命、東京海上日動、東京海上あんしん

生命が実施する代理店監査時に、同社が提供する業務運営状況点検表等を活用し



て、自己点検を実施し、ルールの遵守状況や業務運営状況を点検する。 

    ※自己点検においては、募集人単位でルールが遵守されているか等も確認する。 

   ・当社は、上記の点検結果を踏まえ、不備の有無等を把握するとともに、不備の是

正等、必要な対策を講じる。 

   ・上記の点検結果は、過去３年分を保存する。 

 

（４）改善に向けた体制整備（Ａｃｔ） 

  上記（３）の自己点検等の監査結果や、苦情等により不備が判明した場合は、深度

ある原因分析、有効な再発防止策の検討と実施により、確実に改善を図るととも

に、対応履歴等を業務運営状況点検表や、お客さまの声管理簿等に記録する。 

 

（５）比較説明・推奨販売に関する事項 

①基本的な考え方 

 当社は、比較説明・推奨販売に関する社内規則等を以下のとおり定め、全社員に周

知徹底し、お客さまに対して適切に説明する。 

 

②比較説明・推奨販売に関する社内規則等 

    当社は、あいおいニッセイ同和、ＭＳＡ生命、東京海上日動、東京海上あんしん生

命が提供する「募集コンプライアンスマニュアル※」、「保険業法改正ガイド」等を

社内規則と位置づけ、以下の推奨方針に沿って、お客さまに商品を提示・推奨す

る。 

  ※２０１６年４月改定において、比較説明・推奨販売に関する項目が追加される予

定。 

 

 ③当社の推奨方針 

 当社の推奨方針は、以下のとおり。    

代申社である、あいおいニッセイ同和の商品提示を主とする。 

特定のサービス等の提供がある一部の商品に関しては、東京海上日動の商品の 

提示を行う場合もある。 

  ・上記の社内規則、推奨方針および推奨販売する保険会社の商品・事務等を全社

員に周知徹底するため、定期的な研修・勉強会等を通じて、教育、管理、指導

を行う。 

・総務保険部は、前項３．体制整備における対応事項、（３）自己点検等の監査

（Ｃｈｅｃｋ）等により、上記の社内規則、推奨方針等に沿って適切に募集し

ていることを確認する。 

   ・自己点検等の結果、不備等が判明した場合は、速やかに改善策を講じるととも

に、あらためて社員への社内規則の周知徹底や、推奨方針見直しの検討等を行

う。 

以 上 

 


